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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

当ファンドは、投資信託証券を通じて主としてインドネシアの債券に投資を行うことによ

り、インカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

以下、本書において、投資信託または外国投資信託の受益証券（振替受益権を含みます。）

および投資法人または外国投資法人の投資証券（振替投資口を含みます。）を「投資信託証

券」といいます。

② 基本的性格

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信／海外／債

券に該当します。
 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

 

単位型投信
 

追加型投信

国　　内
 

海　　外
 

内　　外

株　　式

債　　券
不動産投信
その他資産
資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信

託財産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
 

属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態

株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（債券））
資産複合

年1回
 

年2回
 

年4回
 

年6回
（隔月）

 

年12回
（毎月）

 

日々
 

その他

グローバル
 
日本
 
北米
 
欧州
 
アジア
 
オセアニア
 
中南米
 
アフリカ
 
中近東（中東）
 
エマージング

 

 

 

 

ファミリー
ファンド
 

 

 

ファンド・オブ・
ファンズ

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
 

○当ファンドが該当する属性区分の定義

「その他資産（投資信託証券（債券））」… 目論見書または投資信託約款において、投

資信託証券を通じて、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいま

す。

「年12回（毎月）」… 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する

旨の記載があるものをいいます。
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「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

「ファンド・オブ・ファンズ」… 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定する

ファンド・オブ・ファンズをいいます。
 

＊上記以外の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
 

③ 信託金の限度額

信託金の限度額は1,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更

することができます。
 

④ ファンドの特色

１．投資信託証券を通じて、主としてインドネシアの債券に投資を行います。
＜イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド（主

要投資対象ファンド）の特徴＞

(1)主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債＊、地方債および社債
＊＊等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大
化を目指した運用を行います。
 
＊　　インドネシア政府が50％以上出資している企業が発行する債券

＊＊　インドネシアで設立された企業またはインドネシアを中心に事業を営んでいる企業が発行

する債券

(2)主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。

インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資した場合には、原則として、実質的に

インドネシア・ルピア建てとなるように為替取引を行います。
 

（注1）資金動向、市況動向等によっては、一部の債券をインドネシア・ルピア以外の通貨建てのま

ま保有する場合があります。

（注2）インドネシア・ルピア建ての国際機関債に投資を行う場合もあります。

(3)運用は、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが行いま

す。

(4)外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場

の変動の影響を受けることになります。

 

２．ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
 

・当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行

います。

・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マス

ター・ファンド」への投資比率を高位に保ちます。

EDINET提出書類

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

 3/62



 

 

３．毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。

・毎月決算を行い、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みま

す。）等から、収益分配を行います。第１期の決算日は平成24年5月18日とします。

・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

・分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
 
＜収益分配のイメージ＞

※上記の図は収益分配のイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について

示唆、保証するものではありません。
 

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】

平成24年2月29日　　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
 

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

② 委託会社およびファンドの関係法人
ａ．委託会社：イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
　当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。

ｂ．受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

　当ファンドの受託者として信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一
部につき、再信託受託会社に委託することがあります。

ｃ．販売会社：
　当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
ａ．受託会社と締結している契約

証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権
の募集方法に関する事項等が定められています。

ｂ．販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集

および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの

取扱いに関する事項等が定められています。

EDINET提出書類

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

 6/62



④ 委託会社の概況
ａ．資本金の額
平成24年9月末現在　　　資本金　　649.5百万円

ｂ．委託会社の沿革
　平成11年12月　　ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
　平成12年 1月　　投資顧問業の登録
　平成12年 5月　　投資一任契約にかかる業務の認可を取得
　平成12年 5月　　証券投資信託委託業の認可を取得
　平成14年 1月　　ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
　平成19年 9月　　金融商品取引法施行による金融商品取引業（投資助言・代理業、投資運用

業、第二種金融商品取引業）のみなし登録
平成22年12月　　ＰＣＡアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
平成24年 2月　　イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更

ｃ．大株主の状況（平成24年9月末現在）

株主名 住所 所有株式数 所有比率

プルーデンシャル・コーポレー
ション・ホールディングス・リ
ミテッド（以下「ＰＣＨＬ」と

いいます。）(注)

英国 ロンドン市
ローレンス・パウト
ニー・ヒル EC4R ０HH

23,060株 100％

（注）ＰＣＨＬは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社（以下「最終親会社」）の

間接子会社です。なお、最終親会社およびＰＣＨＬは、主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナ

ンシャル社とはなんら関係がありません。
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２【投資方針】

(1)【投資方針】

① 基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

② 投資態度

ａ．以下の投資信託証券を主要投資対象とし、主にインドネシアの債券に実質的に投資を行う

ことにより、インカム・ゲインの確保および中長期的な信託財産の成長を目指して運用を

行います。

1.ケイマン籍外国投資信託「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボ

ンド・マスター・ファンド」（円建て）の受益証券

2.国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機

関投資家向け）」の受益証券（振替受益権を含みます。）

ｂ．上記ａ．の1.に掲げる外国投資信託への投資比率を高位に維持することを基本とします。

ｃ．資金動向、信託財産の規模、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ

ります。
 
＜投資信託証券の選定方針＞

投資信託証券の投資対象および投資方針が当ファンドの投資方針に適合することを重視して、上

記投資信託証券を選定しました。
 
＜投資対象ファンドの概要＞
以下の記載事項は、有価証券届出書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいており、今後記載内容が変更さ
れる場合があります。

ファンド名
イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファ
ンド

形態 ケイマン籍外国投資信託／オープン・エンド型

表示通貨 日本円

運用の
基本方針

主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保と
トータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。

主な投資対象 インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債

ベンチマーク ありません。

ファンドの
関係法人

運用会社
イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミ
テッド

受託会社／
管理会社

ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミ
テッド

ファンドの特徴

1．主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社
債等に投資を行います。主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債
券に投資を行いますが、インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資した
場合には、原則として、実質的にインドネシア・ルピア建てとなるように為替取
引を行います。
※資金動向、市況動向等によっては、一部の債券をインドネシア・ルピア以外の
通貨建てのまま保有する場合があります。
※インドネシア・ルピア建ての国際機関債に投資を行う場合もあります。

2．運用は、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが
行います。

3．外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。そのため、為
替相場の変動の影響を受けることになります。

主な投資制限

・同一発行体の発行する公社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以内とします。ただし、国債、政府保証債、国際機関債についてはこの限
りではありません。
・信託財産の純資産総額の10％を超える借入れは行わないものとします。
・デリバティブ取引（ＮＤＦ取引を含みます。）の利用は、ヘッジ目的に限定しませ
ん。

収益分配 原則として毎月分配を行う方針です。

申込手数料 ありません。
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運用報酬および
管理費用等

年率0.45％（上限）

その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料、ファンドの設定に係る費用等が
かかります。

設定日 2012年2月29日

決算日 毎年12月31日

 

ファンド名 イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）

形態 国内籍証券投資信託／適格機関投資家私募

表示通貨 日本円

運用の
基本方針

わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安
定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

主な投資対象 日本の国債、政府保証債、地方債

ベンチマーク ＢｏｆＡメリルリンチ国債インデックス（1-10年債）
※

ファンドの
関係法人

委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

投資顧問会社
イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミ
テッド

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

ファンドの特徴

1．わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債に投資を行い、安定

した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

2．投資に際しては、内外いずれかの評価機関からＢａａ３あるいはＢＢＢ－相当以

上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とします。格付けを取得していない公社

債については、委託会社が同等の信用力があると判断した場合には投資を行うこ

とがあります。

3．投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析

等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら投資を行います。

4．イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドに運用の

指図に関する権限を委託します。

主な投資制限

・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

・外貨建資産への投資には、制限を設けません。

申込手数料 ありません。

信託報酬 年率0.21％（税抜0.2％）

その他の費用・
手数料

監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。

設定日 2002年8月26日

決算日 毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）

※  バンクオブアメリカ・メリルリンチは、バンクオブアメリカ・メリルリンチのインデックスを何ら変更することなく使用す

ることを許諾しており、バンクオブアメリカ・メリルリンチのインデックスに関し何らの表明をするものではなく、バンク

オブアメリカ・メリルリンチのインデックスまたはそれに含まれ、関連しもしくは得られるデータの適合性、内容、正確性、

適時性および完全性について保証するものではありません。また、バンクオブアメリカ・メリルリンチはイーストスプリン

グ・インベストメンツ株式会社によるバンクオブアメリカ・メリルリンチのインデックスの使用に関し一切の責任を負う

ものではなく、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社またはその商品またはサービスについて何らの支持、是認

または推奨をするものではありません。
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(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ 有価証券

ロ 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）

ハ 金銭債権（イおよびロに掲げるものに該当するものを除きます。）

２． 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

② 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託「イーストスプリング・インベストメ

ンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」（円建て）の受益証券および国内籍証

券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型I（適格機関投資家向

け）」の受益証券（振替受益権を含みます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示

のものに限ります。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

３．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。）

４．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権

証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等

を除きます。）

なお、４.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引および債

券貸借取引に限り行うことができるものとします。

③ 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2

条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用

することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

ただし、上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③１．から４．までに掲げ

る金融商品により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下の通りです。
 

　　＜委託会社の運用体制および内部管理体制＞

 

１. 商品・運用委員会において投資方針の決定を行います。
２. 商品・運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、
商品・運用委員会により決定された投資方針に基づいて、商品・運用部が投資判断を行い
ます。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められま
す。また、投資リスクのモニタリング等も行います。

 

 

＜運用体制に関する社内規則＞
委託会社は、「投資運用業に係る業務運営規程」に則って運用を行います。

 

＜委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制＞
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内
部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリン
グを行っています。

 

なお、当ファンドの運用体制は平成24年9月末日現在のものであり、今後、変更となる場合
があります。
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(4)【分配方針】

①収益分配方針

毎決算時（原則として毎月18日（第１期の決算日は平成24年5月18日）。ただし、当該日が休業日

の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

２．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

３．留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運

用を行います。

＜収益分配のイメージ＞

※上記の図は収益分配のイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、
保証するものではありません。

②収益の分配方式

１．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

ａ．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」

といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額

を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の収益分配金

にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。

ｂ．売買損益に評価損益を加減して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、

信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ

るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な

お、次期以降の収益分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。

２．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

③収益分配金の交付

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし

ます。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資さ

れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
 

(5)【投資制限】

＜信託約款に定める投資制限＞

１．投資信託証券への投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

２．外貨建資産への投資制限

外貨建資産への直接投資は行いません。

３．株式への投資制限

株式への直接投資は行いません。

４．公社債の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること

ができます。なお、当該借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の

提供の指図を行うものとします。

ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
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産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相

当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

ｄ．上記ａ．の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

５．資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に

伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て

を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ

とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし

くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入

金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券

等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から

その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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３【投資リスク】

(1) 基準価額の主な変動要因

投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、当

ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、実質的

に外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本

が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあ

ります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
 

当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。

1．為替変動リスク

為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動しま

す。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませ

んので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

2．金利変動リスク

一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは、投資信託証券への

投資を通じて債券に投資しますので、金利が上昇した場合は、基準価額の下落要因となりま

す。

3．信用リスク

有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によ

り、当該有価証券等の価格が大きく下落（価格がゼロになることもあります。）することがあ

ります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価

額の下落要因となります。

4．流動性リスク

組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当

該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被る

リスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有

価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因と

なる可能性があります。

5. カントリーリスク

一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経

済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向がありま

す。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行いま

すので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動するこ

とや投資資産の回収が困難になることがあり、基準価額の下落要因となる場合があります。
　（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 
 

(2) その他の留意点

1．当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保

護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補

償対象ではありません。

2．分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含

みます。））を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけ

るファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われま

すので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の

ファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の

一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基

準価額の値上りが小さかった場合も同様です。

3．金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対

象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災

害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減

少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、
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委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行請求の受付けを中止すること、

すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行請求の受付けを取消すこと、また

はその両方を行うことがあります。

4．外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為

替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端

な減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合がありま

す。

5．当ファンドの投資対象ファンドでは、インドネシア・ルピア建て以外の主要国通貨（主に米

ドル）建て債券についてはＮＤＦ取引を利用して実質的にルピア建て債券と同様の経済効

果を持たせる場合があります。ＮＤＦ取引は為替予約取引と類似の取引ですが、ルピアに対

する投機的な思惑や需給の影響を受け、その取引価格は当該主要国通貨とルピアの金利差か

ら求められる価格と乖離する場合があります。これらの市場要因により、ＮＤＦ取引によっ

て実質的にルピア建てとした債券の利回りは、金利差等から想定される利回りを下回る場合

があります。

6．インドネシア国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が

変更された場合は、基準価額が影響を受ける場合があります。

7．当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。

8．法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
 

(3) 投資リスクに対する管理体制等

　当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
 

・委託会社における投資リスク管理体制

・商品・運用委員会において投資方針の決定を行います。

・商品・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラ

インに抵触しないことの確認を求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行いま

す。

・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行います。

・リーガル＆コンプライアンスは、法令遵守・ガイドライン遵守、利益相反の有無等のチェッ

クを行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、リスク管理委員会に報告します。

・リスク全般の管理はリスク管理委員会が行います。

・重要報告事項については、リスク管理委員会の各委員が、同委員会等に報告し、審議します。

 

なお、投資リスクに対する管理体制等は平成24年9月末日現在のものであり、今後変更となる

場合があります。
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】

①申込手数料は、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申

込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に乗じて得た額としま

す。

申込手数料率は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。

＜照会先＞

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

電話番号　03－5224－3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス　http://www.eastspringinvestments.co.jp/

②償還乗換え等によるお申込みの場合、申込手数料が優遇される場合があります。詳しくは、お申

込みの販売会社にお問合せください。

③自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無

手数料で取扱います。
 

(2)【換金（解約）手数料】

換金（解約）手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営

業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保金としてご負担いただきます。
 

(3)【信託報酬等】

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.1865％（税抜1.13％）を乗じて得た

額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の配分は、以下の通

りです。

各販売会社の
取扱い純資産残高のうち

300億円以下の部分 300億円超の部分

配　分

委託会社 年率0.41685％（税抜0.397％）年率0.37485％（税抜0.357％）

販売会社 年率0.74550％（税抜0.710％）年率0.78750％（税抜0.750％）

受託会社 年率0.02415％（税抜0.023％）年率0.02415％（税抜0.023％）

 
信託報酬は、毎計算期間の終了時および信託の終了時に信託財産中から支払われます。

なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）に関しても信

託報酬等がかかります。

当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報

酬の上限は、年率1.6365％（税込）です。ただし、当該信託報酬は、投資信託証券の組入状況等に

より変動します。
 

＜ご参考：投資対象ファンドの信託報酬等＞

ファンド名 運用報酬および管理報酬等

イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・
ボンド・マスター・ファンド

年率0.45％（上限）

上記のほか、有価証券売買時の売買委託手数料、上記ファンドの設定に係る費用等がかかります。

なお、申込手数料はありません。
 

ファンド名 信託報酬等

イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ
（適格機関投資家向け）

年率0.21％（税抜0.20％）

上記のほか、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はあ

りません。
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(4)【その他の手数料等】

①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報

告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用を含みます。）および受託会社の立替えた立替金

の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

②委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行

い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のた

めに支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。ま

た、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合

理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から

受取ることもできます。

③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規

模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算され

た範囲内で変更することができます。なお、諸費用の上限は、信託財産の純資産総額に年率

0.10％を乗じて得た額とします。

④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間

を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末もしくは信託終了のと

き、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から受取り、委託会社の責任にお

いて、実際の支払いに充当します。

⑤外国における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われま

す。

⑥信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中か

ら支払われます。
 

※上記（4）に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に

料率、上限額等を表示することができません。

※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示する

ことができません。
 

(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱い

となります。当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

①個人、法人別の課税の取扱いについて

１．個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として10％（所得税

7％、地方税3％）の税率
※
による源泉徴収（原則として確定申告は不要です。）が行われ

ます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。

b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）は、譲渡所得として10％（所得税7％、地方税

3％）の税率
※
による申告分離課税が適用されます。

源泉徴収選択口座を利用している場合は、10％（所得税7％、地方税3％）の税率
※
によ

る源泉徴収（原則として確定申告は不要です。）が行われます。
※平成24年12月31日までの税率です。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25
年１月１日以降は10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）、軽減税
率の適用が終了となる平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。

２．法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者

ごとの個別元本超過額について、7％（所得税7％、地方税の徴収はありません。）の税率
※
で

源泉徴収が行われます。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
※平成24年12月31日までの税率です。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25
年１月１日以降は7.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％）、軽減税率の適用が終
了となる平成26年１月１日以降は15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税
率となる予定です。

②個別元本について

１．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および

当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が、当該受益者の元本（個別

元本）にあたります。

２．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益

者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されま

す。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元

本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得す

る場合は当該口座ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。

３．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり

ます。

③収益分配金の課税

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる

「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が

あります。

受益者が収益分配金を受取る際、１．当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別

元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普

通分配金となり、２．当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っ

ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
 

※上記の内容は平成24年9月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等に

は、変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】

(平成24年9月28日現在)

資産の種類 国／地域名
時価合計

（円）

投資比率

（％）

投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,673,692,43698.82

投資信託受益証券 日本 605,389 0.04

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 19,460,1371.15

合計（純資産総額） － 1,693,757,962100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成24年9月28日現在)

国／
地域

種類 銘柄名
数量
（口数）

帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
(％)

ケイ
マン
諸島

投資信
託受益
証券

イーストスプリング
・インベストメンツ
・インドネシア・ボ
ンド・マスター・
ファンド

1,861,105,7900.92581,723,117,2600.89931,673,692,43698.82

日本
投資信
託受益
証券

イーストスプリング
国内債券ファンド
（国債）追加型Ⅰ
（適格機関投資家向
け）

567,2691.0666 605,0491.0672 605,3890.04

 

種類別投資比率　　　　(平成24年9月28日現在)

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 98.85

合計 98.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
 
②【投資不動産物件】(平成24年9月28日現在)

該当事項はありません。
 

③【その他投資資産の主要なもの】（平成24年9月28日現在）
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】

平成24年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通り
です。

期 年月日
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)

第1期 （平成24年 5月18日） 154 155 0.9514 0.9564

第2期 （平成24年 6月18日） 172 172 0.9136 0.9186

第3期 （平成24年 7月18日） 132 133 0.9282 0.9332

第4期 （平成24年 8月20日） 324 326 0.9396 0.9446

第5期 （平成24年 9月18日） 1,436 1,444 0.9400 0.9450

 平成24年 2月末日 100 － 1.0000 －

 平成24年 3月末日 161 － 1.0013 －

 平成24年 4月末日 162 － 0.9852 －

 平成24年 5月末日 162 － 0.9058 －

 平成24年 6月末日 125 － 0.9224 －

 平成24年 7月末日 133 － 0.9321 －

 平成24年 8月末日 851 － 0.9173 －

 平成24年 9月末日 1,693 － 0.9089 －

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
 
②【分配の推移】

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）

第1期
自　平成24年 2月29日

0.0050
至　平成24年 5月18日

第2期
自　平成24年 5月19日

0.0050
至　平成24年 6月18日

第3期
自　平成24年 6月19日

0.0050
至　平成24年 7月18日

第4期
自　平成24年 7月19日

0.0050
至　平成24年 8月20日

第5期
自　平成24年 8月21日

0.0050
至　平成24年 9月18日
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③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率（％）

第1期
自　平成24年2月29日

△4.4
至　平成24年5月18日

第2期
自　平成24年5月19日

△3.4
至　平成24年6月18日

第3期
自　平成24年6月19日

2.1
至　平成24年7月18日

第4期
自　平成24年7月19日

1.8
至　平成24年8月20日

第5期
自　平成24年8月21日

0.6
至　平成24年9月18日

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末日の基
準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除
して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
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＜参考情報＞
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（４）【設定及び解約の実績】

期 計算期間
設定口数

(口)

解約口数

(口)

発行済み口数

(口)

第1期
自　平成24年 2月29日

178,345,86615,637,021162,708,845
至　平成24年 5月18日

第2期
自　平成24年 5月19日

33,395,7547,806,444188,298,155
至　平成24年 6月18日

第3期
自　平成24年 6月19日

35,084,16880,181,432143,200,891
至　平成24年 7月18日

第4期
自　平成24年 7月19日

216,290,42613,626,029345,865,288
至　平成24年 8月20日

第5期
自　平成24年 8月21日

1,204,862,85722,374,6171,528,353,528
至　平成24年 9月18日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】

１．受益権の取得申込みは、当初申込期間中は販売会社の毎営業日に、継続申込期間中について

は、以下の日にあたる場合を除く毎営業日（ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込

みの場合は除きます。）に受付けます。

①インドネシアの銀行休業日

②インドネシアの公休日および政令指定休日

③ニューヨークの銀行休業日

ただし、委託会社が別に定める日をお申込受付不可日とする場合があります。

お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みに

かかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時間

を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。

２．申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細につ

いては、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。

＜照会先＞

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

電話番号　03－5224－3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス　http://www.eastspringinvestments.co.jp/
 

３．受益権の販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり

１円）とします。なお、取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、3.15％（税

抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の

基準価額に乗じて得た額とします。基準価額および申込手数料は、お申込みの販売会社また

は上記の照会先までお問合せください。

４．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込

みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。

５．受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。

収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引

いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つ

の申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」

のいずれかのコースをお選びいただきます。

※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社によ

り異なりますので、ご注意ください。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際し

て、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務を規定する

約款等を含むものとします。）にしたがって販売会社との間で契約を結んでいただきます。
 

※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の

振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる

口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払

いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと

ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座

簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振

法」といいます。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委

託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座

簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい

ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を

設定した旨の通知を行います。
 

２【換金（解約）手続等】

１．受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ
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別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

受益者が一部解約の実行の請求をする時は、振替受益権をもって行うものとします。

一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込み

にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とし、これらの受付時

間を過ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。

なお、一部解約の実行の請求日が、以下の日にあたる場合は、当該一部解約の実行の請求を受

付けないものとします。

①インドネシアの銀行休業日

②インドネシアの公休日および政令指定休日

③ニューヨークの銀行休業日

ただし、委託会社が別に定める日をお申込受付不可日とする場合があります。

委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

２．一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額

に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保金
※
として控除した価額とします。一部解約にか

かる価額については、お申込みの販売会社にお問合せください。

※信託財産留保金とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者との公

平性の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から

徴収する一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。

３．一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算

して、原則として7営業日目から受益者に支払います。

４．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情があるときは、上記１．による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに

受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがありま

す。

５．上記４．により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中

止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が

一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中

止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして

上記２．に準じて計算された価額とします。

６．信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
 

※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該

受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解

約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当

該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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３【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時

価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といい

ます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜主な投資対象資産の評価方法＞

当ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として、計算時に知りうる直近の日の基

準価額で評価します。

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上１万口当たりに換算し

た価額で表示されることがあります。

ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。

その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は「ネ

シア債」と略称で掲載されています。

＜照会先＞

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

電話番号　03－5224－3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページアドレス　http://www.eastspringinvestments.co.jp/
 

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

当ファンドの信託期間は平成24年2月29日から無期限とします。ただし、下記「(5) その他　１．

信託の終了」に該当する場合には信託を終了させることができます。

(4)【計算期間】

計算期間は、原則として毎月19日から翌月18日までとします。ただし、第１期計算期間は、平成24

年2月29日から平成24年5月18日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算

期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た

だし、最終計算期間の終了日は、上記「(3) 信託期間」の終了日とします。

(5)【その他】

１．信託の終了

ａ．委託会社は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額

が30億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信

託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

ｂ．委託会社は、上記ａ．にかかる事項について、書面による決議（以下「書面決議」といい

ます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約

の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ．上記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託

の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当

ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議

について賛成するものとみなします。

ｄ．上記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該

受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

ｅ．上記ｂ．からｄ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真に

やむを得ない事情が生じている場合であって、上記ｂ．からｄ．までの手続きを行うことが
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困難な場合についても同様とします。

２．信託契約に関する監督官庁の命令

ａ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し信託を終了させます。

ｂ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、「６．

信託約款の変更等」の規定にしたがいます。

３．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

ａ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

ｂ．上記ａ．の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の

投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は「６．信託約款の変更等」の

書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続

します。

４．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業を譲渡することがあります。

ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ

の信託契約に関する事業を承継させることがあります。

５．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ

の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委

託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞

任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「６．信託約款の変更

等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を

除き、受託会社を解任することはできないものとします。

ｂ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託

を終了させます。

６．信託約款の変更等

ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資

信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更また

は併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本６．

に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

ｂ．委託会社は、上記ａ．の事項（上記ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに

該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に

ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な

約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ

の信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面

決議の通知を発します。

ｃ．上記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託

の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本

ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができ

ます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面

決議について賛成するものとみなします。

ｄ．上記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該

受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

ｆ．上記ｂ．からｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

ｇ．上記ａ．からｆ．の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決さ

れた場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
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書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

７．公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

８．運用にかかる報告書の開示方法

委託会社は、6ヵ月ごと（毎年2月および8月の決算時）に有価証券報告書を3ヵ月以内に作成

し、当局に提出するとともに、委託会社において縦覧に供します。また、6ヵ月ごと（毎年2月お

よび8月の決算時）および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者

に交付します。

９．反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当

該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じて受託会社に対し、自

己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

10．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま

せん。

ａ．他の受益者の氏名または名称および住所

ｂ．他の受益者が有する受益権の内容

11．関係法人との契約の更改等に関する手続き

販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づ

いて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する

契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満

了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新

されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

12．信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託

銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
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４【受益者の権利等】

１．収益分配金・償還金受領権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する

権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として、計算期

間終了日から起算して5営業日まで）から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行わ

れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託

会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の

翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して

遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加

した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として、信託終了日（信託終

了日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から信託終了日において振替

機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解

約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受

益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払われます。また、受益者が収益分配金につい

ては支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合は

その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

２．受益権の一部解約請求権

受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます。

３．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書

類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
 

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産

の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基

づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

 

（３）当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第29条により、平成24年2月29日から平成24年5月18日までとし

ております。

 

（４）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成24年2月29日から平

成24年8月20日まで）の財務諸表については、あらた監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

当特定期間
(平成24年８月20日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 39,378,684

投資信託受益証券 287,999,775

未収利息 53

流動資産合計 327,378,512

資産合計 327,378,512

負債の部

流動負債

未払収益分配金 1,729,326

未払解約金 397,819

未払受託者報酬 3,676

未払委託者報酬 176,921

その他未払費用 78,750

流動負債合計 2,386,492

負債合計 2,386,492

純資産の部

元本等

元本 345,865,288

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △20,873,268

（分配準備積立金） 661,412

元本等合計 324,992,020

純資産合計 324,992,020

負債純資産合計 327,378,512
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

当特定期間
自　平成24年２月29日
至　平成24年８月20日

営業収益

受取配当金 4,529,416

受取利息 2,123

有価証券売買等損益 △8,229,641

営業収益合計 △3,698,102

営業費用

受託者報酬 17,853

委託者報酬 859,318

その他費用 78,750

営業費用合計 955,921

営業損失（△） △4,654,023

経常損失（△） △4,654,023

当期純損失（△） △4,654,023

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 1,183,083

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 8,391,081

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

8,391,081

剰余金減少額又は欠損金増加額 19,226,879

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

19,226,879

分配金 4,200,364

期末剰余金又は期末欠損金（△） △20,873,268

EDINET提出書類

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

32/62



（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

当特定期間
自　平成24年2月29日
至　平成24年8月20日

１．有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価
にあたっては、当該投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

２．収益及び費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、その金額が確定し
ているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
 

３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
特定期間末日の取扱い
平成24年8月18日及び19日が休業日のため、信託約款第29条より、特定期間末日を平成24年8月
20日としております。
 

 
（貸借対照表に関する注記）

区　　分
当特定期間

(平成24年8月20日現在)

１．元本の推移   

期首元本額 100,157,038円

期中追加設定元本額 362,959,176円

期中一部解約元本額 117,250,926円

   

２．特定期間末日における
受益権の総数

345,865,288口

   

３．投資信託財産計算規則
第55条の6第1項第10号
に規定する額

元本の欠損 20,873,268円
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

当特定期間
自　平成24年2月29日
至　平成24年8月20日

１．分配金の計算過程
平成24年2月29日から平成24年5月18日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益（1,959,590円）及び信託約款に規定する収益調整金
(286,191円)より、分配対象収益は2,245,781円(1万口当たり138円)であり、うち813,544円(1万
口当たり50円)を分配金額としております。
 

平成24年5月19日から平成24年6月18日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益（642,404円）、信託約款に規定する収益調整金
(573,056円)及び分配準備積立金（1,116,153円)より、分配対象収益は2,331,613円(1万口当た
り123円)であり、うち941,490円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
 

平成24年6月19日から平成24年7月18日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益（587,982円）、信託約款に規定する収益調整金
(387,717円)及び分配準備積立金（706,775円)より、分配対象収益は1,682,474円(1万口当たり
117円)であり、うち716,004円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
 

平成24年7月19日から平成24年8月20日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益（530,593円）、信託約款に規定する収益調整金
(2,157,056円)及び分配準備積立金（661,412円)より、分配対象収益は3,349,061円(1万口当た
り96円)であり、うち1,729,326円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

当特定期間
自　平成24年2月29日
至　平成24年8月20日

１．金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券は「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載し
てあります。
これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されておりま
す。

３．金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である商品・運用委員会を設
け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行
なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付
等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なって
おります。

 
Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

当特定期間
自　平成24年2月29日
至　平成24年8月20日

１．貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と
時価との差額はありません。

２．時価の算定方法
①投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

当特定期間
（平成24年8月20日現在）

最終計算期間の
損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 3,461,702

合計 3,461,702

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（１口当たり情報に関する注記）

区　　分
当特定期間

（平成24年8月20日現在）

１口当たりの純資産額
（１万口当たりの純資産額）

0.9396円
（9,396円）

 
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】

１．有価証券明細表

(１)株式

該当事項はありません。

 
(２)株式以外の有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年8月20日現在）

通貨 種類 銘　　柄 券面総額 評価額 備考

日本円
投資信託
受益証券

イーストスプリング・イン
ベストメンツ・インドネシ
ア・ボンド・マスター・
ファンド

307,342,260287,395,747－

イーストスプリング国内債
券ファンド（国債）追加型
Ⅰ（適格機関投資家向け）

567,269 604,028－

合　計 －  287,999,775 

 
２．デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 
（参考情報）

当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」お

よび「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要

投資対象としております。

これらの投資信託の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。

「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」は、第1期決算

（2012／12／31）が到来していないため、記載を省略しております。

「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」は、国内籍の投資信託で

す。同投資信託は、平成24年2月27日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則

に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
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●イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）の内容

①　貸借対照表

区　　別
注記
番号

第9期
(平成23年2月25日現在)

第10期
(平成24年2月27日現在)

金　　額(円) 金　　額(円)

資産の部    

流動資産    

コール・ローン  54,538,626 1,996,009

国債証券  3,001,258,6603,013,228,160

未収入金  3,155,070 －

未収利息  13,405,363 14,173,572

前払費用  1,156,973 161,943

流動資産合計  3,073,514,6923,029,559,684

資産合計  3,073,514,6923,029,559,684

負債の部    

流動負債    

未払解約金  999,999 －

未払受託者報酬  788,620 820,046

未払委託者報酬  2,365,818 2,460,090

その他未払費用  315,000 315,000

流動負債合計  4,469,437 3,595,136

負債合計  4,469,437 3,595,136

純資産の部    

元本等    

元本  2,960,813,9392,862,450,698

剰余金    

期末剰余金又は欠損金(△)  108,231,316 163,513,850

(うち分配準備積立金)  (154,777,642)(178,496,658)

剰余金合計  108,231,316 163,513,850

元本等合計  3,069,045,2553,025,964,548

純資産合計  3,069,045,2553,025,964,548

負債・純資産合計  3,073,514,6923,029,559,684
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②　損益及び剰余金計算書

区　　分
注記
番号

第9期
自　平成22年2月26日
至　平成23年2月25日

第10期
自　平成23年2月26日
至　平成24年2月27日

金　　額(円) 金　　額(円)

営業収益    

受取利息  40,126,912 43,445,284

有価証券売買等損益  △13,375,270 24,094,280

営業収益合計  26,751,642 67,539,564

営業費用    

受託者報酬  1,535,959 1,626,897

委託者報酬  4,607,764 4,880,567

その他費用  315,000 315,000

営業費用合計  6,458,723 6,822,464

営業利益金額  20,292,919 60,717,100

経常利益金額  20,292,919 60,717,100

当期純利益金額  20,292,919 60,717,100

一部解約に伴う当期純利益金額分配
額

 1,333,401 6,213,735

期首剰余金又は欠損金(△)  79,319,195 108,231,316

剰余金増加額  13,645,452 14,362,210

（当期追加信託に伴う剰余金増加額
）

 (13,645,452)(14,362,210)

剰余金減少額  3,692,849 13,583,041

（当期一部解約に伴う剰余金減少額
）

 (3,692,849)(13,583,041)

分配金  － －

期末剰余金又は欠損金(△)  108,231,316 163,513,850
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③　有価証券明細表（平成24年2月27日現在）

種　類 銘　　柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考

国債証券 第299回利付国債（２年） 20,000,00020,015,000 

 第67回利付国債（５年） 100,000,000100,664,000 

 第70回利付国債（５年） 143,000,000144,043,900 

 第238回利付国債（10年） 45,000,00045,030,150 

 第245回利付国債（10年） 100,000,000100,639,000 

 第246回利付国債（10年） 35,000,00035,195,650 

 第254回利付国債（10年） 170,000,000173,418,700 

 第257回利付国債（10年） 200,000,000204,324,000 

 第258回利付国債（10年） 100,000,000102,457,000 

 第274回利付国債（10年） 50,000,00052,425,000 

 第277回利付国債（10年） 92,000,00097,020,440 

 第280回利付国債（10年） 255,000,000272,857,650 

 第284回利付国債（10年） 100,000,000106,657,000 

 第285回利付国債（10年） 80,000,00085,509,600 

 第288回利付国債（10年） 100,000,000107,240,000 

 第295回利付国債（10年） 30,000,00031,901,400 

 第298回利付国債（10年） 100,000,000105,057,000 

 第299回利付国債（10年） 50,000,00052,492,000 

 第300回利付国債（10年） 130,000,000138,290,100 

 第301回利付国債（10年） 25,000,00026,602,250 

 第302回利付国債（10年） 120,000,000126,849,600 

 第303回利付国債（10年） 30,000,00031,689,000 

 第304回利付国債（10年） 50,000,00052,435,000 

 第305回利付国債（10年） 7,000,0007,329,770 

 第306回利付国債（10年） 20,000,00021,059,000 

 第307回利付国債（10年） 35,000,00036,586,550 

 第308回利付国債（10年） 55,000,00057,364,450 

 第310回利付国債（10年） 25,000,00025,410,500 

 第311回利付国債（10年） 67,000,00067,000,000 

 第312回利付国債（10年） 50,000,00051,539,000 

 第315回利付国債（10年） 60,000,00061,545,000 

 第319回利付国債（10年） 100,000,000101,209,000 

 第30回利付国債（20年） 25,000,00028,106,750 

 第31回利付国債（20年） 50,000,00056,568,000 

 第32回利付国債（20年） 40,000,00045,576,000 

 第41回利付国債（20年） 120,000,000127,609,200 

 第44回利付国債（20年） 50,000,00056,925,000 

 第45回利付国債（20年） 50,000,00056,586,500 

合　計   3,013,228,160 
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
(平成24年9月28日現在)

Ⅰ　資産総額 1,720,790,350円

Ⅱ　負債総額 27,032,388円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,693,757,962円

Ⅳ　発行済口数 1,863,455,062口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9089円

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

１．名義書換
該当するものはありません。

２．受益者等に対する特典
該当するものはありません。

３．譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。

４．受益権の譲渡の方法
(1)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受

益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座

簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し

たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関

等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口

数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断

したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(2)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。

５．受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消

された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が

存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の

請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均

等に再分割できるものとします。

７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日

以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設

定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
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８．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託

約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等（平成24年9月末日現在）
 資本金の額 649.5百万円
 発行する株式の総数 30,000株
 発行済株式総数 23,060株
 

(2) 委託会社の機構（平成24年9月末日現在）
 

 

・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関
で、3名以上の取締役全員をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。ただ
し、この選任については累積投票によらないものとします。取締役の任期は、就任後2年以内の
最終の決算期に関する定時株主総会の終了のときまでとし、任期満了前に退任した取締役の
後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、また、増員
により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役中より代表取締役1名以上、また、副社長、専務取締役および常務取締役

各1名以上を選任することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長は、取締役会ご

とに出席取締役の中から選任します。取締役会の招集通知は少なくとも7日前までにこれを発

します。ただし、緊急の必要があるときは、取締役および監査役の全員の同意をもって、期間を

短縮、または省略することができます。

取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、経営会議の上申する業務執行に関する重

要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって

行います。

・運用体制
委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する以上、その証券が持つ本源的価値以上

の価格で取引されている有価証券に投資するべきでないとの運用哲学のもと、運用を行って
おります。
委託会社における意思決定プロセスは、まず商品・運用委員会において投資方針の決定を

行います。商品・運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏ま
え、商品・運用委員会により決定された投資方針に基づいて、商品・運用部が投資判断を行い
ます。投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。
また、投資リスクのモニタリング等も行います。
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商品・運用部から独立したリーガル＆コンプライアンスは、法令遵守・ガイドライン遵守
等のチェックを行います。オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングの
サポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を商品・運用部にフィードバッ
クすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めております。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投
資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行って
います。

 

委託会社の運用する証券投資信託は、平成24年9月末日現在、以下の通りです（親投資信託を除
きます。）。  

ファンドの種類 本数 純資産総額

公募投資信託（追加型株式投資信託） 17 283,095百万円

私募投資信託 7 321,726百万円

合計 24 604,822百万円
 

EDINET提出書類

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

44/62



３【委託会社等の経理状況】
 
 
1.　委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金
融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して
おります。

 　また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  
2.　委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度（自平
成23年4月1日至平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の
監査を受けております。
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財務諸表
 
(1)【貸借対照表】
        （単位：千円）
      前事業年度  当事業年度
      （平成23年3月31日） （平成24年3月31日）
 資産の部      
  流動資産     
   現金及び預金  2,230,216 1,976,126
   前払費用  12,741 18,825
   未収委託者報酬  1,612,187 1,211,935
   未収入金  16,855 28,253
   未収消費税等  -  8,578
   繰延税金資産  115,632 85,943
   流動資産合計  3,987,633 3,329,664
  固定資産     
   有形固定資産 ※1  ※1  
    建物  102,827 96,710
    器具備品  41,478 51,681
    リース資産  18,880 17,323
    有形固定資産合計  163,186 165,715
   無形固定資産 ※2  ※2  
    ソフトウェア  1,551 6,263
    電話加入権  288 288
    無形固定資産合計  1,839 6,551
   投資その他の資産     
    長期差入保証金  100,761 95,642
    繰延税金資産  33,993 34,339
    その他  16,889 16,889
    投資その他の資産合計  151,643 146,871
   固定資産合計  316,669 319,138
  資産合計  4,304,302 3,648,802
 負債の部      
  流動負債     
   未払金     
    未払手数料  1,103,685 838,786
    関係会社未払金  63,719 1,722
    その他未払金  41,569 18,853
   未払費用  99,510 112,953
   未払法人税等  320,725 146,290
   預り金  78,227 64,148
   賞与引当金  157,922 154,807
   未払消費税等  31,382 -
   リース債務  7,466 5,575
   流動負債合計  1,904,209 1,343,138
  固定負債     
   退職給付引当金  83,541 90,244
   リース債務  11,930 12,614
   固定負債合計  95,471 102,858
  負債合計  1,999,681 1,445,997
 純資産の部     
  株主資本     
   資本金  649,500 649,500
   資本剰余金     
    資本準備金  616,875 616,875
    資本剰余金合計  616,875 616,875
   利益剰余金     
    その他利益剰余金     
    　繰越利益剰余金  1,038,246 936,429
    利益剰余金合計  1,038,246 936,429
   株主資本合計  2,304,621 2,202,804
  純資産合計  2,304,621 2,202,804
 負債・純資産合計  4,304,302 3,648,802
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(2)【損益計算書】
     （単位：千円）

    前事業年度 当事業年度
    （自 平成22年4月1日 （自 平成23年4月1日
    　　 至 平成23年3月31日）　　 至 平成24年3月31日）

 営業収益   
  委託者報酬 7,509,795 6,030,477

  営業収益合計 7,509,795 6,030,477
 営業費用   
  支払手数料 3,267,857 2,535,532
  広告宣伝費 335,826 167,903
  調査費 213,317 152,904
  委託調査費 1,225,529 1,052,463
  委託計算費 49,294 34,702
  通信費 14,989 15,408
  諸会費 7,166 7,531

  営業費用合計 5,113,981 3,966,446
 一般管理費   
  役員報酬 245,563 228,106
  給料・手当 488,617 476,371
  賞与 84,770 49,360
  交際費 11,123 9,136
  旅費交通費 49,312 40,750
  租税公課 15,939 7,129
  不動産賃借料 123,935 113,406
  退職給付費用 63,321 47,175
  固定資産減価償却費 22,762 24,241
  採用費 26,876 12,426
  専門家報酬 24,352 32,829
  業務委託費 25,607 20,309
  敷金の償却 6,259 5,365
  諸経費 30,769 44,603

  一般管理費合計 1,219,210 1,111,213

 営業利益 1,176,603 952,817
 営業外収益   
  受取利息 172 86
  受取配当金 480 570
  為替差益 9,626 4,932
  雑収入 683 79

  営業外収益合計 10,963 5,668
 営業外費用   
  雑損失 6,336 -

  営業外費用合計 6,336 -

 経常利益 1,181,230 958,486
 特別損失   
  固定資産除却損 1,005 684
  事務所移転費 9,840 3,824

  特別損失合計 10,846 4,508

 税引前当期純利益 1,170,384 953,977
 法人税、住民税及び事業税 559,521 426,451
 法人税等調整額 28,735 29,342

 法人税等合計 530,786 455,793

 当期純利益 639,598 498,183
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(3)【株主資本等変動計算書】
       (単位：千円)
      前事業年度 当事業年度
      （自 平成22年4月1日 （自 平成23年4月1日
      　　 至 平成23年3月31日）　　 至 平成24年3月31日）

株主資本   
 資本金     
    当期首残高 649,500 649,500

    当期末残高 649,500 649,500

 資本剰余金   
  資本準備金   
    当期首残高 616,875 616,875

    当期末残高 616,875 616,875

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    当期首残高 898,648 1,038,246
    当期変動額   
     剰余金の配当 △ 500,000 △ 600,000
     当期純利益 639,598 498,183

     当期変動額合計 139,598 △ 101,816

    当期末残高 1,038,246 936,429

 株主資本合計    
    当期首残高 2,165,023 2,304,621
    当期変動額   
     剰余金の配当 △ 500,000 △ 600,000
     当期純利益 639,598 498,183

     当期変動額合計 139,598 △ 101,816

    当期末残高 2,304,621 2,202,804

純資産合計   
    当期首残高 2,165,023 2,304,621
    当期変動額   
     剰余金の配当 △ 500,000 △ 600,000
     当期純利益 639,598 498,183

     
株主資本以外の項目の
期中の変動額（純額）

- -

     当期変動額合計 139,598 △ 101,816

    当期末残高 2,304,621 2,202,804
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重要な会計方針  
    
1.固定資産の減価償却の方法  
    
 (1) 有形固定資産 （リース資産を除く）  
    
  ①平成19年3月31日以前に取得したもの
  　 旧定額法によっております。
    
  ②平成19年4月1日以降に取得したもの
  　 定額法によっております。
  　  なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    
  　　建物　　　　　　 10年～18年  
  　　器具備品　　　 　3年～ 8年  
    
 (2) 無形固定資産　（リース資産を除く）  

  
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

    
 (3) リース資産  
  　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    
    
2.引当金の計上基準  
    
 (1) 貸倒引当金  

  
　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当期の計上額はありません。

    
 (2) 賞与引当金  
  　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
    
 (3) 退職給付引当金  

  
　従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当
期末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金
を退職給付引当金に含めて計上しております。

    
    
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
    
 (1) 消費税等の会計処理  
  　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
    
    
追加情報  
 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

 

　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成
21年12月4日）を適用しております。この変更による損益に与える影響はありません。
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注記事項           

            

(貸借対照表関係)          

            

※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。

            

    前事業年度 当事業年度

    (平成23年3月31日現在) (平成24年3月31日現在)

 建物  6,726千円   13,575千円  

 器具備品  24,566千円   25,695千円  

 リース資産  12,628千円   8,416千円  

 計  43,921千円   47,688千円  

            

            

※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。

  

    前事業年度 当事業年度

    (平成23年3月31日現在) (平成24年3月31日現在)

 ソフトウェア  1,586千円   2,524千円  
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(株主資本等変動計算書関係)    

 

        
前事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）
        
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項  

 
当事業年度期首
株式数
(株)

当事業年度
増加株式数
(株)

当事業年度
減少株式数
(株)

当事業年度末
株式数
(株)

発行済株式     
　　普通株式 23,060 - - 23,060
　　　　合計 23,060 - - 23,060

        
2．配当に関する事項      
(1) 配当金支払額      

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
1株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年6月23日
定時株主総会

普通株式 500利益剰余金 21,682平成22年3月31日平成22年6月24日

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
 　平成23年6月30日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。
      

 

 ① 剰余金の配当の総額 600百万円 
 ② 配当の原資  利益剰余金 
 ③ 1株当たり配当額 26,019円 
 ④ 基準日  平成23年3月31日 
 ⑤ 効力発生日  平成23年7月1日 
      
      
当事業年度（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）
        
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項  

 
当事業年度期首
株式数
(株)

当事業年度
増加株式数
(株)

当事業年度
減少株式数
(株)

当事業年度末
株式数
(株)

発行済株式     
　　普通株式 23,060 - - 23,060
　　　　合計 23,060 - - 23,060
        
2．配当に関する事項      
 配当金支払額       

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
1株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成23年6月30日
定時株主総会

普通株式 600利益剰余金 26,019平成23年3月31日平成23年7月1日

 
（リース取引関係）
1．ファイナンスリース取引
 所有権移転外ファイナンスリース取引  
 (1) リース資産の内容
 　有形固定資産
 　　主として、コピー機(器具備品)であります。  
  
 (2) リース資産の減価償却の方法
    重要な会計方針「1．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
  
2. オペレーティング・リース取引
 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

  

  前事業年度 当事業年度
  （平成23年3月31日） （平成24年3月31日）

 　1年内 92,540千円 80,972千円

 　1年超 80,972千円 - 

 合計 173,513千円 80,972千円
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（金融商品関係）

   

 (1) 金融商品の状況に関する事項

   

  ① 金融商品に対する取組方針

   
　当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用について
は、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っており
ます。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。

    

  ② 金融商品の内容およびリスク

   

　営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産につい
ては受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっておりま
す。
　長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒さ
れております。
　また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。

    

  ③ 金融商品に係るリスク管理体制

   
　当社は、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
　また、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っており
ます。

    

 (2) 金融商品の時価等に関する事項

    

   　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。

        

        

  前事業年度（平成23年3月31日）   (単位:千円) 

    
貸借対照表
計上額(*)

時価(*) 差額  

  ① 現金及び預金 2,230,2162,230,216 - 

  ② 未収委託者報酬 1,612,1871,612,187 - 

  ③ 長期差入保証金 100,761100,761 - 

  ④ 未払金 (1,208,974)(1,208,974) - 

   （*）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

       

  当事業年度（平成24年3月31日）   (単位:千円) 

    
貸借対照表
計上額(*)

時価(*) 差額  

  ① 現金及び預金 1,976,1261,976,126 - 

  ② 未収委託者報酬 1,211,9351,211,935 - 

  ③ 長期差入保証金 95,642 95,642 - 

  ④ 未払金 (859,362)(859,362) - 

   （*）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。  

       

      

 （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項  

      

  ①現金及び預金、②未収委託者報酬

   
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

    

  ③長期差入保証金

   
　これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。

    

  ④未払金

   
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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 （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額    
        

  前事業年度（平成23年3月31日）  (単位:千円)

    １年以内
1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

  ① 現金及び預金 2,230,216 - - -

  ② 未収委託者報酬 1,612,187 - - -

  ③ 長期差入保証金 14,480 86,281 - -

   合計 3,856,88486,281 - -

        

  当事業年度（平成24年3月31日）  (単位:千円)

    １年以内
1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

  ① 現金及び預金 1,976,126 - - -

  ② 未収委託者報酬 1,211,935 - - -

  ③ 長期差入保証金 14,726 80,916 - -

   合計 3,202,78980,916 - -

 
 
(有価証券関係)
 
　　該当事項はありません。
 
 
(デリバティブ取引関係)
 
　　該当事項はありません。
 
 
(退職給付関係)        

         

1. 採用している退職金制度の概要       

         

 　退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計士協会
会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当期
末において発生していると認められる額を計上しております。また、一部の従業員を対象とした特別退職慰労
金規程に基づく当期末所要額及び内規に基づく役員退職慰労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計
上しております。

         

2. 退職給付債務に関する事項       

         

   前事業年度 当事業年度

   （平成23年3月31日） （平成24年3月31日）

 退職給付債務   83,541千円  90,244千円

 退職給付引当金   83,541千円  90,244千円

         

         

3. 退職給付費用に関する事項       

         

   前事業年度 当事業年度

   （平成23年3月31日） （平成24年3月31日）

 退職給付費用   63,321千円  47,175千円
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（税効果会計関係）        
          
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳      
          
   前事業年度  当事業年度

   (平成23年3月31日） (平成24年3月31日）

 繰延税金資産        
  賞与引当金損金算入限度超過額  64,258千円   58,842千円
  退職給付引当金損金算入限度超過額  33,993千円   32,163千円
  未払費用否認額  16,914千円   5,856千円
  未払事業税  24,831千円   11,083千円

  その他  9,626千円   12,338千円

 繰延税金資産の総額  149,625千円   120,282千円

          
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
          
   前事業年度  当事業年度

   (平成23年3月31日） (平成24年3月31日）

  法定実効税率  40.69％   40.69％
  (調整）        
  住民税均等割  0.20％   0.10％
  交際費等永久差異  0.39％   0.39％
  役員給与永久差異  4.80％   5.13％
  その他  △0.72％   0.33％

  税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  -   1.14％

  税効果会計適用後の法人税の負担率  45.35％   47.78％

          
3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正      
      

  

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正
する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な
財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事
業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に
使用される法定実効税率は、前期の40.69％から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に
開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年4月1日に開始する事業年度
に解消が見込まれる一時差異については35.64％となります。

  
  この税率の変更により繰延税金資産の純額が10,922千円減少し、当期に計上された法人税等調整額の金額
が10,922千円増加しております。

 
 
(持分法損益等)
    該当事項はありません。
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(関連当事者情報)            
             
1.　関連当事者との取引            
             
 前事業年度 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）       
             
兄弟会社等            

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は

出資金

事業の

内容

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社を

もつ会社

ピーピーエム

アメリカ インク

米国

イリノイ州

1千

米ドル

投資運用

業
なし

調査業務の委託

役員の兼任なし

委託調査費の

支払(注)
483,574未払金 108,112

同一の

親会社を

もつ会社

エム アンド ジー 

インベストメント 

マネジメント リミ

テッド

英国

ロンドン市

9.4百万

英ポンド

投資運用

業
なし

調査業務の委託

役員の兼任なし

委託調査費の

支払(注)
14,548未払金 10,808

同一の

親会社を

もつ会社

プルーデンシャル

・ アセット・マネ

ジメント（シンガ

ポール)

リミテッド

シンガポー

ル

1百万　

シンガポー

ル

ドル

投資運用

業
なし

調査業務の委託

システム情報

関係契約

役員の兼任なし

委託調査費の

支払(注)
726,406未払金 128,327

情報関連費の

支払
51,887未払金 35,277

親会社の

親会社

プルーデンシャル

・ホールディング

ス・リミテッド

英国

ロンドン市

623百万

英ポンド
持株会社 なし

管理業務の委託

役員の兼任なし
業務委託 50,835未払金 25,618

取引条件及び取引条件の決定方針等        

(注)委託調査費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。   

           
           
           
 当事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）     
           
兄弟会社等          

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は

出資金

事業の

内容

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社を

もつ会社

ピーピーエム

アメリカ インク

米国

イリノイ州

1千

米ドル

投資運用

業
なし

調査業務の委託

役員の兼任なし

委託調査費の

支払(注1)
323,627未払金 71,157

同一の

親会社を

もつ会社

エム アンド ジー 

インベストメント 

マネジメント リミ

テッド

英国

ロンドン市

9.4百万

英ポンド

投資運用

業
なし

調査業務の委託

役員の兼任なし

委託調査費の

支払(注1)
14,260未払金 2,414

同一の

親会社を

もつ会社

イーストスプリン

グ ・インベストメ

ンツ（シンガポー

ル)

リミテッド(注2)

シンガポー

ル

1百万　

シンガポー

ル

ドル

投資運用

業
なし

調査業務の委託

システム情報

関係契約

役員の兼任なし

委託調査費の

支払(注1)
713,699未払金 126,553

情報関連費の

支払
27,921未払金 817

親会社の

親会社

プルーデンシャル

・ホールディング

ス・リミテッド

英国

ロンドン市

623百万

英ポンド
持株会社 なし

管理業務の委託

役員の兼任なし
業務委託 41,766未払金 905

取引条件及び取引条件の決定方針等      

(注1)委託調査費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。

(注2)2012年2月14日付でプルーデンシャル・ アセット・マネジメント（シンガポール)リミテッドから社名変更しております。

  
2.　親会社に関する注記
　　プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド（非上場）
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(資産除去債務関係）

      

 　当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資産除
去債務として認識しております。

 　なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認
められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりま
す。なお、見積もりに当たり、使用見込期間は入居時から10年間を採用しております。

     

     

(セグメント情報等）

     

 セグメント情報    

  当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

     

 関連情報    

 1.　製品及びサービスごとの情報   

     

 前事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）  

   （単位　千円） 

     

 外部顧客への売上高 7,509,795 

     

 当事業年度（自平成23年4月１日至平成24年3月31日）  

   （単位　千円） 

     

 外部顧客への売上高 6,030,477 

     

     

 2.　地域ごとの情報   

     

 (1) 売上高

 
 本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上
高の記載を省略しております。

      

 (2) 有形固定資産

 
 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

      

 3.　主要な顧客ごとの情報

 
 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はあり
ません。
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(1株当たり情報)    

   

 前事業年度 当事業年度

 
（自　平成22年4月 1日
　　至　平成23年3月31日）

（自　平成23年4月 1日
　　至　平成24年3月31日）

   

1株当たり純資産額 99,940円22銭 95,524円84銭

1株当たり当期純利益 27,736円26銭 21,603円70銭

   

（注）1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

  

（注）2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 前事業年度 当事業年度

 
（自　平成22年4月 1日
　　至　平成23年3月31日）

（自　平成23年4月 1日
　　至　平成24年3月31日）

     

当期純利益 639,598千円 498,183千円

普通株主に帰属しない金額 -  -  

普通株主に係る当期純利益 639,598千円 498,183千円

普通株式の期中平均株式数 23,060株 23,060株

     

     

 

(重要な後発事象)

　　該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。

(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を
行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)および(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権
の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その
他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買そ
の他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。

(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していませ

ん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名称  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額  324,279百万円（平成24年3月末日現在）

事業の内容  銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき

監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。

 

＜再信託受託会社＞

名称  日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額  10,000百万円（平成24年3月末日現在）

事業の内容  銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき

監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
 
(2) 販売会社

名　　　称
資本金の額

（平成24年3月末日現在）
事業の内容

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

金融商品取引法に定め
る第一種金融商品取引
業を営んでいます。

水戸証券株式会社 12,272百万円

リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円

宇都宮証券株式会社 301百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

マネックス証券株式会社 7,425百万円

東洋証券株式会社 13,494百万円

髙木証券株式会社 11,069百万円

フィデリティ証券株式会社 5,207百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

いよぎん証券株式会社 3,000百万円

株式会社あおぞら銀行 419,781百万円
銀行法に基づき、銀行
業を営んでいます。

 

２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部

につき、再信託受託会社に委託することがあります。
(2) 販売会社
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分

配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

 

３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。

 
(2) 販売会社
該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

59/62



第３【参考情報】
 

金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類のうち、当特定期間において提出したものは以下

のとおりです。
 

平成24年3月1日 有価証券届出書の訂正届出書

平成24年4月27日 有価証券届出書の訂正届出書

平成24年5月22日 有価証券届出書の訂正届出書

平成24年5月25日 臨時報告書

平成24年6月18日 有価証券届出書の訂正届出書
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成24年10月10日

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

取　締　役　会　御　中

 

あ ら た 監 査 法 人

 指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　鶴田　光夫

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

掲げられているイーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)の平成24年２月29日から平成24年８月

20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査

を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イース

トスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)の平成24年８月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって

終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

(※) １.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

    次へ
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独立監査人の監査報告書

 

  平成24年6月19日

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社   

 取締役会　御中   

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 平栗　郁朗　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成23年4月1日から平成24

年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の

作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 
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